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令和８年度 沖縄県子ども医療電話相談事業運営委託業務企画提案公募要領 

この公募は、令和８年度当初予算の可決を前提とした年度開始前の事前手続きであり、 

予算成立後に効力を生じる事業である。県議会において当初予算が否決された場合は、契約を

締結しないこととなる。 

１ 事業趣旨 

沖縄県子ども医療電話相談事業の実施にあたり、県民の利便性の向上及び事業効果の増大

を図るため、企画提案をプロポーザル方式により広く募集し、本県に設置する「沖縄県子ど

も医療電話相談事業運営委託候補者選定に係る審査委員会」(以下、「審査委員会」という。) 

において総合評価を行い、最も優れた企画提案者を選定する。 

２ 委託業務の内容 

⑴ 業 務 名    沖縄県子ども医療電話相談事業 

⑵ 委 託 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

⑶ 業 務 内 容 沖縄県子ども医療電話相談事業の実施 

※別添「沖縄県子ども医療電話相談事業運営委託業務企画提案仕様書」

(以下、「仕様書」という。) に示す内容を満たした上で、実施体制等

について提案すること。 

⑷ 提案上限額   11,500,000 円(うち、消費税及び地方消費税 1,045,455 円) 

※ 当該金額は、企画提案のために設定した金額であり、実際の契約金額とは 

異なる。 

 

３ 応募資格 

企画提案する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

⑴ 地方自治法施行令(以下「令」という。) (昭和 22 年政令第 16 号) 第 167 条の 4 第 1 項 

の規定に該当しないこと。 

○ 地方自治法施行令第 167 条の４第１項 

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号

のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

１ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

２ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77号)第 32 条

第１項各号に掲げる者 

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は同

法第２条第６号に規定する暴力団員に該当する者でないこと及びこれらの者と密接な関

係を有する者でないこと。 

⑶ 沖縄県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

⑷ 過去３年間に地方公共団体からの類似の受託実績があり、業務手法に精通しているこ

と。 

⑸ 当該業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤及び管理能力を有するとともに県内に

おいて業務進捗状況や業務内容等に関する打ち合わせに円滑に対応できる体制を有する

こと。 
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４ 応募の手続 

⑴ 公募要領等の配布 

沖縄県ホームページ掲載により配布に代える。 

ア 掲載期間 令和８年３月６日(金)まで 

イ 沖縄県ホームページの「公募・入札発注情報」欄に掲載 

⑵ 企画提案募集に係る質問事項 

質問がある場合は、次のとおり行うこと。 

ア 提出書類 質問書【様式２】 

イ 提出締切 令和８年２月 27 日(金)17:00 まで 

ウ 提出方法 担当者あて電子メールで提出すること。 

エ 回答方法 令和８年３月３日(火)までに沖縄県ＨＰへの掲載により行う。 

⑶ スケジュール【予定】 

ア 企画公募開始 令和８年２月 20日(金) 

イ 質問締切 令和８年２月 27日(金)17:00 

ウ 回答をホームページに掲載 令和８年３月３日(火) 

エ 企画提案書提出締切 令和８年３月６日(金)12 時必着 

オ 審査委員会(WEB 可) 令和８年３月 11日(水)10:00～12:00【予定】 

カ 審査結果通知 令和８年３月 16日(月)【予定】 

キ 契約締結 令和８年３月 31日(火)【予定】 

ク 業務開始 令和８年４月１日(水)【予定】 

⑷ 企画提案書の提出 

ア 提出期限 令和８年３月６日(金)12 時必着 

イ 提出書類 
 

① 企画提案応募申請書 １部【様式１】 

② 仕様書回答書 ７部【様式３】 

③ 企画提案書 ７部【任意様式】 

④ 経費見積書 ７部【様式４】 

⑤ 会社概要 ７部【任意様式】 

⑥ 類似業務の実績書 ７部【様式５】 

⑦ 業務担当予定者の名簿 ７部【様式６】 

⑧ 誓約書 １部【様式７】 

⑨ システム概要図 ７部【任意様式】 

 

ウ 提出方法 

提案者が事務局に持参又は書留等到着が確認できる送達方法とする。ただし、郵送の場

合は、提出期限までに確実に届くようにすること。 

⑸ 企画提案書の仕様 

企画提案書は別添仕様書に沿った内容及び体裁等とすること。

５ 無効 

次の要件のいずれかに該当する場合には、無効となる場合がある。 

ア 上記３の応募資格がない者が企画提案書を提出した場合 

イ 企画提案書の提出方法、提出先又は提出期限が遵守されない場合 
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ウ 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

エ 企画提案書に記載すべき内容以外の内容が記載されている場合 

オ 企画提案書に虚偽の内容が記載されている場合 

カ 仕様書に示した企画提案に関する要件に該当しない場合 

キ 会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生 

法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続の申立てがなされた場合 

ク 予算の規模を超えた経費見積書が提出された場合 

６ 企画提案書の審査 

⑴ 選定方法 

仕様書回答書、企画提案書、経費見積書及び類似業務の実績書その他提出書類により、

審査委員会にて総合評価を行い、最も優れた企画提案者を選定する。 

⑵ 評価項目 

ア 提案内容 

イ 経費見積 

ウ 業務の実績 

⑶ 審査委員会 令和８年３月 11 日(水)10:00～12:00【予定】 

提案者より、企画提案書に関するプレゼン(10 分)を行う。その後、審査委員より 

質疑応答(約 10 分)を設ける。 

審査委員会において、提案書の内容や経費見積等について、総合的な観点から審査 

し、提案内容等の優れた順で順位をつける。 

※ 選定されなかった事業者に対しては、結果のみを通知する。 

※ 審査委員会は非公開で行い、審査の経過状況、点数及び順位等に関する問い合わせに

は応じない。 

⑷ 審査結果通知 

ア 令和８年３月 16 日(月)(予定) 

イ 通知方法は電子メールとする。 

※ 審査委員会により選定した者が辞退した場合、又は委託契約に関する協議が整 

わなかった場合には、次点の者を繰り上げて選定できるものとする。 

７ 契約保証金 

契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上とする。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第 

２項の規定に該当する場合は免除とする。 

○ 沖縄県財務規則 

第 101 条 令第 167 条の 16 第１項の規定による契約保証金の率は、契約金額の 100 分 

の 10 以上とする。 

２ 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全

部又は一部の納付を免除することができる。 

⑴ 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき。 

⑵ 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及

び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の３第２号の規定により財務大臣が指

定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

⑶ 契約の相手方が国(独立法人、公社及び公団を含む。) 又は地方公共団体と種類及

び規模をほぼ同じくする契約を締結した事実を有し、これらのうち過去２箇年の間

に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しない

こととなるおそれがないと認められるとき。 
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(以下省略) 

８ 留意事項 

⑴ 書類提出にあたって使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 

⑵ 提出書類等の作成等に要する費用は応募者の負担とする。また、提出書類等は返却しな

い。 

⑶ 提出書類、審査内容、審査経過については公表しない。 

⑷ 委託期間中及び委託期間終了後の検査等において、委託業務の実施に関し、経費の虚偽申

告及び過大請求などによる不正受給、その他不正行為等が発見された場合、県は委託先に

対し、委託費の一部若しくは全部の返還、委託先名及び不正内容の公表、刑事告訴等の措

置をとる場合がある。 

９ 問い合わせ先 

沖縄県保健医療介護部医療政策課 

担当者：島袋 

所在：〒９００-８５７０ 

沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 

ＦＡＸ：０９８－８６６－２１１１ 

ＴＥＬ：０９８－８６６－２７１４ 

E-mail：aa090603@pref.okinawa.lg.jp  

 


